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平成３０年分年末再調整等に係る事務処理について（通知） 

 

 日頃より適正な給与支給事務について、御協力いただきお礼申し上げます。  

 標記の件について、下記により事務処理をお願いします。 

 

記 

 

１ 対象者 

  年末調整の報告内容に変更がある者 

 

２ 年末再調整関係報告書の提出について 

 （１）提出期限：各教育事務所が定める日 

 （２）検収場所：各教育事務所が定める場所 

 

３ 電算対象者の年末再調整 

 （１）使用する報告書 

     年末調整報告書１、年末調整前職報告書、年末調整に係る調整報告書、年末 

調整に係る住宅借入金等報告書 

 （２）報告の留意点 

     各報告書の記入については、次の事項に留意の上、「平成３０年分年末調整

事務処理要領」を参照してください。 



    ア 年末調整報告書１ 

     （ア）「カード№」欄（１～３カラム目）に「Ｋ３１」と記入し、「所属所

名・所属所コード」欄（４～８カラム目）にはゴム印を使用してくだ

さい。 

           ＜記入例＞ 

 第９０２２号様式 所属所名・所属所ｺｰﾄﾞ 出納ｺｰﾄﾞ  
 カ
ー
ド
№ 

1 2 3 4 5 6 7 8 
   ××立××小学校  
 
Ｋ 

 
３ 

 
１ 

 
４ 

 
０ 

 
Ｒ 

 
０ 
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     （イ）再調整が必要な箇所の正しいデータを上書き修正で報告してくださ 

        い。 

        ※年末調整時のデータとの差額の報告ではありませんので、注意して

ください。 

     （ウ）配偶者控除及び配偶者特別控除について申告を取り消す場合には、３

０カラム目に「＊」（アスタリスク）を記入してください。 

        ※平成３０年より配偶者控除の取り消しも記入が必要となったため、 

         注意してください。 

     （エ）「新生命保険料の金額」、「旧生命保険料の金額」、「介護医療保険

料の金額」、「新個人年金保険料の金額」、又は「旧個人年金保険料

の金額」欄のいずれかを変更する場合には、必ず「生命保険料控除」

欄及び「変更のない他の保険料の金額」欄も共に報告してください。 

     （オ）「住宅取得等特別控除」欄、「住宅の居住開始年月日」欄はいずれか

を変更する場合でも、必ず両方とも報告してください。 

        住宅取得特別控除を取り消す場合は、０埋めで報告してください。 

     （カ）「住民税」欄に変更がない場合、１２５・１２６カラムのゼロは二線

抹消してください。 

    イ 年末調整前職報告書 

     （ア）年末調整報告書１と同様に再調整が必要な箇所の正しいデータを上書

き修正で報告してください。 

     （イ）前職が２つ以上ある場合は、収入・所得税・社会保険料を合算し､前勤

務先名称はどれか１つ（○○会社等）を記入してください。 



    ウ 年末調整に係る調整報告書 

      報告済みのデータとの差額（調整する金額）を報告してください。 

     ※ 年末調整報告書１、年末調整前職報告書とは報告の方法が異なります。 

      特に、共済掛金（介護掛金を含む）、互助会掛金、健康保険料・厚生年金

保険料（介護保険料を含む）、雇用保険料の還付・追徴による報告について

は、「＋」（追徴）又は「－」（還付）の符号に注意してください。 

    エ 年末調整に係る住宅借入金等報告書 

      年末調整報告書１と同様に再調整が必要な箇所の正しいデータを上書き修

正で報告してください。 

     （ア）適用数を減らす、又は適用数に増減がない時 

         必要に応じて年末調整報告書１、年末調整に係る住宅借入金等報告

書の報告（上書き修正、０埋め報告等）をしてください。 

     （イ）適用数を増やす時 

         「平成３０年分年末調整事務処理要領」を参照してください。 

    オ 検収の際に必要な参考書類（扶養控除等申告書等の各申告書、源泉徴収票、

源泉徴収簿、年末調整用確認リスト等）も、検収日当日に必ずお持ちくださ

い。 

 

４ 手計算対象者の年末再調整 

  「平成３０年分年末調整事務処理要領」を参照の上、報告してください。 

 

５ 平成３１年度分住民税特別徴収に係る住所について 

  平成３１年度分の住民税は平成３１年１月１日現在の住民登録地で課税されること

となりますので、給与マスタの住所を平成３１年１月１日現在の住民票上の住所と一

致させておく必要があります。 

  現時点で給与マスタの住所と住民票上の住所が違う場合及び平成３１

年１月１日までの間に住民票上の住所に変更が生じた場合は、平成３１年

１月分給与報告までに必ず住所を修正してください。 

  平成３１年１月２日以降の住所の変更については、平成３１年２月分給与報告で修

正してください。 



※ 例年、給与マスタの住所と住民票上の住所が違う事例が多数出ております。必ず、

平成３１年１月１日の給与マスタの住所と住民票上の住所が一致するようにしてくだ

さい。 

 

６ 扶養親族の報告について 

  １２月給与報告時までの報告内容に、修正・追加等がある場合は、原則として１月

給与報告時に報告してください。紙の「扶養親族数報告書」で報告する場合は平成３

０年９月２５日付け教職第６３９－１号通知を参照してください。 

  なお、報告（提出）期限に間に合わない場合は、「平成３０年分給与所得者の源泉

徴収票」の摘要欄には手書きで扶養親族等を加えてください。 

 

７ 扶養親族アンマッチリストの配信について 

年末調整報告書１で報告した所得税申告区分と１２月までに報告した扶養親族数報

告の内容を比較して、不整合があった場合に該当職員分が出力されます（１２月１８

日配信予定）。 

該当がある所属にのみ配信します。内容を確認し、誤っていた場合は、次のとおり

修正してください。 

ア 所得税申告区分が誤っていた場合 

⇒ 年末再調整時に、年末調整報告書１で修正する。 

イ 扶養親族数報告が誤っていた場合 

  ⇒ 上述した「６ 扶養親族数の報告について」のとおり、平成３１年１月の

給与報告で修正する。 

 ※小中学校県費事務システムで接続・印刷できない学校については、別途紙で配布し  

  ます。 

 

８ 年末再調整で報告した所得税申告区分について 

年末再調整時に、年末調整報告書１で報告した所得税申告区分については、平成  

３１年分に引き継がれません。年末再調整時の報告内容を継続する場合は、平成３１

年１月以降の給与報告時に小中学校県費事務システムの「給与修正報告１・４」で報

告してください（平成３０年分年末調整事務処理要領Ｐ２７参照） 



  また、年末調整報告書１の「控対配」欄を「０」にした職員が、例月給与で源泉控

除対象配偶者の適用を受ける場合は、１月以後の給与報告で必ず修正すること。 

 

９ 配偶者の収入金額について 

  配偶者控除又は配偶者特別控除の適用を受ける職員については、改めて配偶者の収

入金額を確認し、変更があった場合は、必ず報告してください。 

 

10 年内に還付された産前産後休暇中の掛金の報告について 

  平成３０年中に産前産後休暇に係る掛金の還付があった場合は、年末調整に係る

調整報告書での報告は不要となりますので、誤って報告することのないように注意

してください（平成３０年分年末調整事務処理要領Ｐ１４参照）。 

 

11 その他連絡事項 

  海外に派遣されている職員について、データ処理の都合上、年末再調整時に報告が 

 ない場合でも、年末調整内訳書が出力されますので、あらかじめ御了承ください。 

 

 

担当：給 与 管 理 担 当 

電話：０４８－８３０－６６７１ 


